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は じ め に

　昨今、ＩＣＴ技術、ネットワーク技術は革新的に進化し、ＡＩ（人工
知能）技術も身近になりました。子供のころに思い描いた未来予想
図に必ず出てくる 「呼ばれたら飛んできてくれる自動車」も「お友達
になってくれるロボット」も夢ではなくなってきました。　
　進化した技術により日常生活の利便性を手に入れつつある反面、
その技術が引き起こすリスクも増えてきました。例えば、情報漏えい、
改ざん、なりすまし、システムに対する身代金請求など、様々な攻撃があります。それらのリス
クを考慮した上で、最適な技術を選択し、利用する必要性が出てきました。
　先んじて国は、全ての国民が ＩＴデータ利活用の便益を享受し、豊かさを実感できる社会の
実現を目指すために、平成 29 年 5 月 30 日に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活
用推進基本計画（のちに「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」
に変更）」を閣議決定し、平成 29 年 12 月 22 日に「ＩＴ新戦略の策定に向けた基本方針」を
制定しました。

　その方針の中で、「行政サービスの 100％デジタル化」
「行政保有データの 100％オープン化」「デジタル改革の
基盤整備」が提示されています。
　西宮市でも国の示す方針を勘考し、「文教住宅都市」
の魅力を未来に引き継いでいくための「まちづくり指針」
として、「第 5 次西宮市総合計画」を策定し、その下位
計画として本「第 5 次西宮市情報化推進計画（以下、

「5 次計画」という）」を策定しました。
　

　「5 次計画」の中で、「行政内
部の ＩＣＴ化」「市民目線の ICT
化（市民にとって日常生活の豊か
さや利便性の向上になるICT化）」

「オープンガバメントの推進」を
基本方針の３要素として定めまし
た。
　ＩＣＴを活用することが当たり
前のご時勢である今だからこそ、
より洗練された ICT 化と、市民に
ぴったり寄り添える透明性のある
開かれた西宮市であることが、最
重要だと認識しています。
　住みたい「まち」、住み続けたい「まち」の魅力をさらに高めるためにも、「5 次計画」に基
づいて、市民満足度の高い電子自治体を目指して邁進いたします。

市長
顔写真

平成 31 年（2019 年） 3 月　　　　　西宮市長 石井　登志郎
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◆第2次西宮市情報セキュリティ推進計画
◆西宮市第二庁舎情報ネットワーク等整備計画
◆西宮市データ利活用ロードマップ

- 下 位 計 画 -

◆中核市情報化推進計画調査
◆第４次情報化推進計画事業（アクションプラン）進捗状況

- 参 考 資 料 -

元号表記について
　平成 31（2019）年中に改元が予定されていますが、新元号が決定していないため、本計画
においては全て「平成」で表記しています。



（図表 1－1：情報化推進計画の変遷）
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③支える 安心 情報化
④かいてき かんきょう 情報化
⑤情報共有 つながる手と手

①かんたん べんりな 市民サービス
②あんしん ひろがる コミュニティ
③つくる みる まなぶ＠西宮
④はかどる ささえる 行政効率化
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②ICT 活用による全体最適化の推進
③情報セキュリティの強化
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推進計画 ICT ガバナンスの強化・確立

第 4 次情報化
推進計画

ICT の高度化及び
分野横断的な利活用
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第 1　 情報化推進計画とは

1  策定趣旨
　西宮市では、「心かよう　開かれた　電子自治体 1」の基本的理念を貫くために、平成 13
年度制定の「第 1 次西宮市情報化推進計画」に始まり、継続的に「第 4 次西宮市情報化推
進計画（以下、「4 次計画」という）」まで策定してきました。市全体の情報戦略を見据えて、
ホストコンピュータの縮小、各システムの再構築など、 ＩＣＴ（情報通信技術）を用いた行政サー
ビスの向上に繋がる施策を行うなど、地道に成果を積み上げています。
　平成 26 年度から 30 年度までの「4 次計画」では、平成 25 年 6 月公表の「世界最先端 Ｉ
Ｔ国家創造宣言 2」でめざすべき社会とされた「公共サービスがワンストップで誰でもどこでも
いつでも受けられる社会」の取組みを念頭に、個人番号（マイナンバー）制度の導入を始めと
する市民の役に立つサービスの実現に向けた対応や、高度化する ＩＣＴへの速やかな対応、庁
内組織間の連携強化、組織を超えた利活用を進めてきました。
　この「4 次計画」の終了に伴い、新たに公表された「世界最先端 ＩＴ国家創造宣言・官民デー
タ活用推進基本計画 3」を考慮して、「文教住宅都市」としてのまちの価値を高め、いつまでも
住み続けたい気持ちになれる豊かな西宮市を目指します。そのために、情報化の現状と課題を
踏まえ、西宮市が取り組むべき情報化政策の基本視点を示し、加速化する ＩＣＴの発展を取り
入れた市民の利便性の向上に資する取組みなどを盛り込んだ「5 次計画」を策定します。計画
策定に際しては、市民の視点に立ったわかりやすい計画内容としていくとともに、できるだけ将
来の姿がイメージできる計画を目指します。

1  コンピュータやネットワークなどの ＩＣＴを活用し、行政サービスの向上、行政事務の簡素化などを行う自治体。
2  世界最高水準のＩＴ利活用を通じた、安全・安心・快適な国民生活を実現するため、政府のＩＴ戦略として
平成 25 年 6 月に策定された指針。
3  豊かさを実感できる「官民データ利活用社会」を構築するため、官民データ活用推進基本法（平成 28 年法）
に基づき、平成 29 年 5 月策定された指針。



（図表 1－2：総合計画との関連）
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子育て支援総合システム

e ラーニング化  . . .

マイナンバー対応
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見守りサービス  . . .

ICT 調達プロセス管理

オープンデータ  . . .

→

第 5次西宮市情報化推進計画

2  位置付け
　国の情報化政策との整合性を図りつつ、「第 5 次西宮市総合計画（平成 31 年度からの 10
年間）」を上位計画として、同計画が掲げる将来像の実現に向けた取組みを情報化で支援する
西宮市の情報化推進の最上位計画とします。また、官民データ活用推進基本法（平成 28 年
法律第 103 号）第 9 条第 3 項の規定に基づく「市町村官民データ活用推進計画」として位置
づけるものとします。

3  計画期間
　「第 5 次西宮市総合計画」前期の計画期間に合わせ、平成 31 年度から３５年度までの 5
年間とします。
　なお策定後も情報通信技術の進展や社会環境の変化、あるいは PDCA サイクルによる継続
的改善の中で大きな見直しの必要等が生じた場合には、財政状況等も勘案しつつ、本計画の
見直しを行います。総合計画と情報化推進計画の変遷は、次の図表のとおり。
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（図表 2－1：官民データ活用推進基本法　抜粋）
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（図表 2-2：国が発出している情報化関連の指針・計画等の関連イメージ）
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第 2　 国が進める情報化政策

　平成 28年12月に官民データ活用推進基本法4が、公布・施行されました。そのことにより、国、
地方公共団体、独立行政法人、事業者などが保有する官民データの適正かつ効果的な活用が
なお一層、活発に推進されることになりました。地方公共団体として、次の基本的政策に関して、
注視していく必要があります。

　また、平成 29 年 12 月には「 ＩＴ新戦略の策定に向けた基本方針」が提示され、その中で、「世
界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成 29 年 5 月閣議決定）」につ
いての考えと方向性が述べられています。さらに、平成 30 年 6 月には「世界最先端デジタル
国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」として閣議決定され、「ＩＴ」を「デジタル」
に置き換え、社会全体のデジタル化を目指すとされています。
　ＩＴを活用した社会システムの抜本改革を行い、国民一人ひとりの視点から、デジタル化 3
原則であるワンスオンリー 5、デジタルファースト 6、コネクテッドワンストップ 7 を目指すことが
挙げられています。
　また、行政サービスのデジタル改革を断行し、オープンデータの活用、ＩＴ・データ活用によ
る行政・生活サービスの高度化が求められています。

①行政機関に係る申請、届出などの手続きを原則オンラインで実施できるよう措置を講ずる（10 条）
②国や自治体、事業者によるオープンデータの取組みを推進する（11 条）
③個人番号カードの普及・活用を推進する（13 条）
④コンピューターを使いこなせる者とそうでない者との間に生じる利用機会の格差を是正する（14 条）
⑤行政全体のデジタル化や利用者視点に基づく業務見直し等の推進をする（15 条）

4  官民の保有データを活用し、安全・安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現をめざすための法律。
5  一度行政機関が提出を受けた情報は、原則再度の提出を求めない仕組み。
6  デジタル処理を前提としたサービス設計（オンライン原則）
7  「民間サービスを含め、一か所でサービスを完結する仕組み。
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（図表 3-1：自治体の対策）

施策別中核市実施・検討状況（自治体の対策）

1 11 3ICT ガバナンスの強化

BCP の策定（ICT）

災害対策

情報セキュリティ対策

ビッグデータの活用

行政の透明化

オープンデータの活用

GIS の活用

マイナンバーカードの活用

マイナポータルの活用

全国瞬時警報システム・
災害情報共有システム

情報セキュリティポリシーの
策定・見直し 1

1 5 1

8 1

11 1

3 16 4

2 15 2

3 16 2

3 18 2

4 25 5

3

2 5

2 10

22 6

30 万人未満の市
30 万人以上 50 万人未満の市
50 万人以上の市

第 5次西宮市情報化推進計画

- 4 -

第 3　 西宮市の現状と課題

1  他中核市との情報化推進現状比較
　中核市（48 市 （30 万人未満の市：7 市、30 万人以上 50 万人未満の市：35 市、50 万人以上の市：6 市））の情
報化推進計画の策定状況や施策の実施・検討状況を、平成 29 年 9 月から 11 月にかけて調査
しました。調査結果をもとに、他都市の施策実施・検討状況を、「自治体の対策」「自治体の業務」

「地域コミュニティ」「インフラ 8」の 4 つのカテゴリに整理し、カテゴリごとに分析しました。
　なお、西宮市が実施・検討していない施策は、次の図表中（図表３－１～３－４）の施策名を
　　　　で示しています。

　新潟県中越地震（平成 16 年）、年末年始豪雪（平成 22 年～23 年）、東日本大震災（平成 23 年）
などの被災により、庁舎や電気・通信機器が使用不能の事態に陥り、災害対応や自治体業務
に支障をきたした事例を教訓にして、内閣府は自治体に対して業務継続計画を策定するよう促
進を図っていました。そのことにより、平成 24 年度以降の情報化推進計画には、ＢＣＰ9 の策
定や災害対策を施策に挙げられている中核市が多く見受けられました。
　また、総務省では、平成 13 年に｢地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関する
ガイドライン｣を策定したこともあり、情報セキュリティに対する重要性が浸透し、ほとんどの中
核市が施策として挙げ、継続的に実践していることがわかりました。

8  インフラストラクチャ（Infrastructure）の略称。基盤や土台という意味。ＩＴインフラは、ＩＴ（情報技術 ) を
利用時にシステムの稼働・運用のために必要となる様々な要素の組み合わせのこと。
9  事業継続計画。災害などの緊急事態の発生時に、損害を最小限に抑え事業の継続や復旧を図るための計画。
Business Continuity Planning。

太字斜体



（図表 3－2：自治体の業務）
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　自治体の業務は、市民にとって最も身近な総合的な行政サービスです。それにふさわしい行
政機能を有し、高度化する行政事務に的確に対処できる能力が必要となります。そしてデジタ
ルファーストを背景にした日常生活に係る手続きや少子高齢社会の到来による保育や介護に係
わるサービスの強化など多様化・高度化する市民ニーズへの対応が求められています。
　そのため、各自治体とも限られた人員や財源などの経営資源をいかに効率的に活用するか、
多様化・高度化する市民のニーズに向き合っていくかを検討し、それぞれの中核市の課題に応
じた優先順位で対応しています。
　西宮市では、昭和 36 年 (1961 年 )に市民税システムの電算化を皮切りに、職員自らが考え、
工夫し、開発の中心となる自前主義を貫いて、これまで数多くの業務をシステム化してきました。
　昭和５９年には、現在のマイナンバーの先駆けとなる、同一市民の氏名、住所等の宛名情報
を複数の業務システムと紐づけて一元管理する「統合宛名管理システム」を稼働させ、平成 7
年に発生した「阪神・淡路大震災」においては、職員自らで「被災者支援システム」を構築し、
被災者支援及び復興支援において、大いに役立つこととなりました。このような職員による自
前主義は、現在に至るまで途切れることなく継承しております。上図表中の施策に関しても、
すでに検討実施し、成果を上げています。



（図表 3－3：地域コミュニティ）

施策別中核市実施・検討状況（地域コミュニティ）

※施策名が太字斜体は、本市で
実施・検討のない情報化施策です。
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　中核市としての役割を効果的に果たす上で、行政事務や行政サービスだけでなく、人材育成
や地域行政、広域行政への対応も期待されています。庁内での限定的な ＩＣＴの利活用ではな
く、地域コミュニティをも視野に入れた ＩＣＴの利活用が必要とされています。
　そのため、行政と住民の垣根を取り除き、お互いの領分を尊重しながら協力しあえる環境を
提供する、新たな自治のあり方を模索している中核市の姿が浮き彫りになりました。地域の課
題やまちづくりに関してなど、通常の行政サービスでは十分に行き届かない分野に対して、市民
とともに歩む施策も目立ちました。
　西宮市でも、自立的で魅力ある地域コミュニティを支えるための取組みを実践しています。
　例えば子育て支援として西宮市子育てアプリを提供する（平成 29 年度～）、認知症により行
方不明となるおそれがある方をいち早く発見・保護するための認知症 SOS メール（平成 28 年
度～）、デジタルデバイド10 の対策として、住民開放端末機を設置する（平成 15 年度～）など、
対応しています。

10  コンピュータやネットワークを利用できる人とできない人との間に生じる社会的な格差 ( デバイド )。



（図表 3－4：インフラ）

施策別中核市実施・検討状況（インフラ）
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　どの中核市も、市民が満足できる行政サービスを提供することに重きを置いています。デジ
タルファーストなどの流れを踏まえ、 インフラに対しても意識するようになってきています。その
ため、「市民サービスの拡充」「官民協働の促進」などの実現に向けたインフラ整備や、オープ
ンデータを利活用する施策が検討されていました。
　「自治体の対策」「自治体の業務」「地域コミュニティ」「インフラ」の 4 つのカテゴリを総合
的に分析した結果、西宮市はほかの中核市が行っているほとんどの施策を実施もしくは検討して
いました。   
　昨今の社会情勢や市の環境に鑑み、西宮市として今後、力を入れるべき３つの分野が情報セ
キュリティ、第二庁舎ネットワーク等整備、データ利活用であると考えるため、これらについては、
別途下位計画として策定することとしました。引き続き、更なる高みをめざすために ＩＣＴ化を
推進し、行政内部の効率化を促進するとともに、西宮市役所が、より市民にとって身近な存在
と感じてもらえるように、市民目線でのわかりやすい情報の提供や手続きの簡素化等を実現し
ていきます。
　「西宮市の魅力 UP」「市民満足度の UP」のためにも、他都市の検討状況を参考に、また、
最新の情報通信技術などを取り入れながら、市民ニーズや行政内部の課題、予算の制約等を
考慮し、重点的に各種の課題に取り組んでいきます。
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2  西宮市民意識調査（平成 29 年度）
　本市では、市政への理解と関心を深めてもらうために、市政ニュースやホームページなどさま
ざまな媒体を活用して情報発信をしています。平成 29 年度に実施した市民意識調査では、次
の結果が得られました。

3  西宮市情報化推進計画のこれまでの成果
　西宮市は、全国に先駆けて昭和 36 年 (1961 年 ) に電子計算機を導入して以降、特に基幹シ
ステムにおいて、職員自らが開発の中心となる自前主義を貫いています。情報管理部職員自身
が現場の所管課との協議を通じて最適な仕様を調整し、時に、自らプログラミングまで手掛け
ることにより、企画・調整からプログラムの品質管理や保守までの能力を培いながら、行政事
務の情報化に取り組んできました。その流れを汲んで、情報化推進計画の掲げる「心かよう　
開かれた　電子自治体」に近づくよう努めてきました。

（1）情報媒体の利用状況
　「広報紙『市政ニュース』」の利用が最も多く、次いで「市公式ホームページ」、「市民
べんり帳」となっています。

（2）情報端末の保有状況
　インターネットが利用できる機器として自宅に保有しているのは「パソコン」が最も多く、
次いで「スマートフォン」となっています。

1 位　広報紙『市政ニュース』　　　70.0％（よく利用 33.2% 時々利用 36.8%）
2 位　市公式ホームページ　　　 　56.4%（毎日利用 53.0% 週１利用 3.4%）
3 位　市民べんり帳　　　　　　 　41.4％（よく利用 8.1% 時々利用 33.3%）

1 位　パソコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   71.7％
2 位　スマートフォン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     65.8%
3 位　従来型携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     32.4％

利用状況（上位３つ）　平成 29 年度　市民意識調査

保有状況（上位３つ）　平成 29 年度　市民意識調査

今後に向けて必要な対策
● 利用者視点での情報の提供

継続的な改善の取組み
● ホームページの定期的なリニューアルによる操作性、検索性の改善
● スマートフォンをはじめとする身近なデバイスによる情報提供
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（1）第 1 次情報化推進計画 < 平成 13 年（2001 年）～平成 17 年（2005 年）>
　平成 13 年 (2001 年 ) に市長を本部長とする情報化推進本部を発足させ、第 1 次情報
化推進計画を策定し、全庁的な情報化に向けた取組みを強化しました。この第 1 次情
報化推進計画は、「電子自治体の実現」を目標として策定し、西宮市にとっての最初の
情報化推進に関する基本計画となりました。
　その中で、情報化推進に必要な基盤整備に重点を置き、地域イントラネットの整備、
職員用ノートパソコンの配備など情報通信基盤の整備を完了させるなどの成果を上げまし
た。

（2）第 2 次情報化推進計画 < 平成 18 年（2006 年）～平成 22 年（2010 年）>
　第 1 次情報化推進計画において整備した情報通信基盤を活用し、市民の満足度向上、
西宮市の魅力向上をめざす情報化推進の計画として「心かよう 開かれた 電子自治体」
を基本理念に据えた第 2 次情報化推進計画を策定しました。
　ここでは、各種オンラインシステムの稼働、証明書のコンビニ交付の導入やホームペー
ジコンテンツの充実を実現することができました。

（3）第 3 次情報化推進計画 < 平成 23 年（2011 年）～平成 25 年（2013 年）>
　今までの情報化推進計画の成果として、インフラ整備やシステム導入は進みました。
　しかしながら、機器・システムの統合等による効率化が必要と考え、長期的視点で戦
略を立て、市全体で情報化を推進していくこととしました。市長をトップとした全庁的な
情報化推進体制や、職員による自前主義という強みを生かして、組織的に ＩＣＴ活用を
推進していくことを目標とし、第 3 次情報化推進計画を策定しました。
　結果として、情報資産の全体把握、調達ルールの明確化やチェック体制を確立するこ
とができました。



（図表 3－5：達成状況）
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（4）第 4 次情報化推進計画 < 平成 26 年（2014 年）～平成 30 年（2018 年）>
　市全体として、高度かつ組織的な ＩＣＴ活用を推進していくために、庁内のＩＣＴ利活
用に対するコントロールの強化、及び総合的かつ分野横断的な視点で情報化に取り組む
必要がありました。
　そこで、市民の役に立つサービスの実現を目指すために、高度化する ＩＣＴへの速や
かな対応と庁内組織間の連携強化、組織を超えた利活用を進めることが重要であるとの
考えから、第 4 次情報化推進計画を策定しました。
　施策の柱を「便利さ実感　行政サービス」「未来をはぐくむ　情報化」「支える　安心
　情報化」「かいてき　かんきょう　情報化」「情報共有　つながる手と手」「ＩＣＴの利
活用」と銘打った 6 つのカテゴリに分類し、事業に取り組みました。
　平成３０年９月３０日現在、44 事業の内、達成及び概ね達成が 33 事業となっています。
一方、未達成が 4 事業、継続して実施・研究・検討する事業は 7 事業となっています。
これらの結果を踏まえ、次期計画（本計画）では、今後推進する必要があるもの、な
いものを選択し、より効果的な ICT 投資とすることが求められます。なお、より詳細な
達成状況は、参考資料「第４次情報化推進計画事業（アクションプラン）進捗状況」
をご覧ください。

※上記表内の基本目標の内、主な施策は以下のとおり。
（１）　電子窓口の充実、マイナンバーカード利活用拡大の検討
（２）　学校情報化推進、子ども・子育て支援情報システム（ライフステージ）
（３）　（仮称）総合防災センター構想に係るシステム導入の検討、災害に強い情報シス
　　　テム構築の検討（バックアップ、電算機棟移設）

（４）　ＧＩＳを活用したまちづくりの推進、統計データ活用の拡充
（５）　SＮＳを活用した広報の推進、ホームページリニューアル及び
　　　スマートデバイス（スマートフォン・タブレット等）への対応検討

（６）　サーバの最適化、ＩＣＴ調達プロセス管理の改善

基 本目標
（施策の柱）

（１）便利さ実感　行政サービス

（２）未来をはぐくむ　情報化

（３）支える　安心　情報化

（４）かいてき　かんきょう　情報化

（５）情報共有　つながる手と手

（６）ＩＣＴの利活用

合　計

7

3

6

2

-

7

25

-

1

2

1

2

2

8

1

-

1

1

1

-

4

3

-

2

1

1

-

7

施策数

達 成 概ね達成 未達成 継 続
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予算要求資料提出

ICT 調達ガイドライン
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（1）ＩＣＴガバナンスの体制
　西宮市情報化推進本部が発行する「ＩＣＴ調達ガイドライン」に基づき、事務局であ
る情報管理部が中心となって、ＩＣＴ調達の管理統制を実施しています。
　所管課は、情報システムの導入目的、要求事項及び見積金額などを「ＩＣＴ調達ガイ
ドライン」に従って検討し、総
合的に精査した内容を事務局に
報告します。事務局は、報告さ
れた内容を、西宮市としての政
策や戦略、ＩＣＴの全体最適化と
いう観点から、適切に機能する
ように助言などの働きかけをしま
す。また、ＩＣＴに対する過度の
投資を防ぐために、予算的な観
点からも働きかけます。
　情報システムの仕組みと予算
について、財政部門・企画部門
との相互チェックを実施するなど
の継続的な予算統制を行うこと
で、投資の適正さを保ったＩＣＴ
の全体最適化を進めています。

4  ＩＣＴガバナンス 11 の取組み
　庁内におけるＩＣＴ全体最適化という西宮市の政策や戦略的観点を考慮し、組織的に鳥瞰し
て適正に取り組むには、ICT ガバナンスの確立・強化が急務の課題として挙げられました。ＩＣ
Ｔガバナンスの確立・強化することで、西宮市の行政事務や行政サービスの活動を適切に機能
させ、庁内の統制（コントロール）を円滑に行
うことをめざしました。
　ＩＣＴの全体最適化の方針や調達方法の統
制を図るために、ＩＣＴ関連の機器・サービス
等の調達に関しての「企画」「予算措置」「開発・
導入」「運用開始後評価」までのプロセスを標
準化し、「ＩＣＴ調達ガイドライン」として取り
まとめ、パソコン１台の導入のレベルに至るま
で把握しています。また、ＰＤＣＡサイクルによ
る継続的な改善の取組みも行い、システム導
入後の無駄な費用や運用が発生しないよう継
続的な統制を実施しています。

11  情報システムの導入に対する投資や効果、リスクなどを組織的に管理する仕組み。
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（2）ＩＣＴガバナンスの成果
ア　ＩＣＴ調達ガイドラインの増補・活用

　平成 23 年度に策定した「ＩＣＴ調達ガイドライン」を適時見直し、改定しています。
必要性や時代の流れに応じて、「クラウドサービス 12 利用ガイドライン」、「ネットワー
クストレージ取扱ガイドライン」や「ＩＣＴ調達プロポーザルガイドライン」を追加す
るなどの改定を行いました。

イ　ＩＣＴ調達プロセスの改善
　西宮市独自の「ＩＣＴ調達プロセス管理システム」を開発し、ＩＣＴ調達プロセスの
作業軽減を行いました。ＩＣＴ調達プロセス資料の入力の負荷軽減のため、表形式ファ
イルによる提出をＷＥＢフォームでの入力にするなどのシステム改修を実施し継続的な
改善を行っています。

ウ　職員のスキル向上
　職員向けに実施している「ＩＣＴ調達ガイドライン」に関する研修を、集合研修か
ら e- ラーニング研修に切り替えました。一度きりの学習の機会ではなく、職員のスキ
ルに応じて繰り返し利用できる環境となり、職員の学習の質を高いレベルで均質化で
きました。

（3）ＩＣＴ関連予算
　直近 3 年間のＩＣＴ関係予算は、約 28 億から 29 億円で推移しており、平成 29 年度
一般会計・特別会計予算約 2700 億円の約 1.05％に相当します。なお、システム数は、
約４７０あります。今後、ＩＣＴ経費の分析・評価が必要となります。

今後に向けて必要な対策
● ICT 経費の分析・評価

継続的な改善の取組み
● 費用対効果及び業務の効率化を意識 / 市民目線を意識したシステム整備・導入
● ＩＣＴ調達ガイドラインの増補
● 職員自身で学べる e ラーニング教材の内容充実
● ハードウェア・ソフトウェアの資産管理の効率化

12  ハードウェアを購入したり、ソフトウェアをインストールしなくても利用できるサービス。
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（1）ＩＳＭＳ14 の認証継続
　西宮市では、平成 17 年度より国際規格である ＩＳＯ27001 の規格に則り、ＩＳＭＳ（情
報セキュリティマネジメントシステム）認証の運用を行っています。現在、「住民記録シス
テム」「税務システム」等、一部の基幹システムでＩＳＭＳを運用しており、14 課 16 拠点（市
民第 1 課・市民第 2 課・各支所・サービスセンター・アクタ西宮ステーション・情報管理部）
にて認証を取得しています。
　このＩＳＭＳの取組みは、日常的に情報セキュリティに対する様々な対策を行い、ＰＤＣ
Ａサイクルによる改善を継続して行うことにより、セキュリティ意識を底上げすることにつ
ながっています。

（2）第１次情報セキュリティ推進計画の策定
　ＩＳＭＳ認証拠点以外の情報セキュリティ対策のレベルを上げるため、平成 26 年度に
ＩＳＭＳ認証拠点以外の情報セキュリティ対策の現状調査を実施しました。その結果、「情
報セキュリティポリシーの全職員への浸透、遵守を図る」ことを目標に、教育研修の強化、
自己点検及び現場点検等の対策を繰り返し実施することが重要であることが確認できま
した。その内容を具体化するものとして、「第１次情報セキュリティ推進計画」を策定い
たしました。

（3）自己点検の実施
　「第１次情報セキュリティ推進計画」に基づき毎年、全庁に対し各課が保有する情報
資産の取扱いが情報セキュリティポリシーに基づいて適切に運用されているか、基本的な
情報セキュリティが確保されているかなどについて、選択式の自己点検を実施しています。  
　内容が陳腐化しないよう、毎年点検項目を見直しています。

（4）現場点検の実施
　前項の自己点検結果に基づき毎年、40 程度の課等を選定し、適切に業務及び情報セ
キュリティの運用ができているか確認するための現場点検を実施しています。
　点検される課と点検を行う課を別々の所管課とし、相互に点検し合うことで、より適切
に効果的にセキュリティ点検を行い、セキュリティに対する意識を向上させる取組みとして
行っています。

今後に向けて必要な対策
● 第二庁舎移転に伴う新たな情報セキュリティ対策

継続的な改善の取組み
● 第 2 次情報セキュリティ推進計画（本計画に含む）の策定及び推進

13  コンピュータに保有されている情報やコンピュータ間で通信されている情報の機密性、完全性及び可用性
を維持すること。広義には、自然災害といったあらゆる災害からコンピュータを守るといった意味も含む。
14  情報セキュリティマネジメントシステム。リスク分析に基づき、必要なセキュリティレベルを決定し、計画的
な情報セキュリティ対策を組織的に実施していく取組み。Information Security Management System。

5  着実かつ的確な情報セキュリティ13 対策



15  電算機棟機能維持管理関連、ホストコンピュータ、共通オープン基盤、庁内ネットワーク基盤、西宮市ホー
ムページ、NAIS-NET メール、被災者支援システム

これからの被災者支援業務の流れこれからの被災者支援業務の流れ
日々（日頃から）、住民のための事前の的確な災害予測分析による最善の対策準備！

①住基台帳 CSV 取込（被災者台帳作成）及び
　その後の被災者台帳による被災者見守り

②避難所（開設）・避難者（見守り）管理

③緊急物資管理

④住家被害調査票出力

⑤被害状況の調査登録（入力）

⑥り災証明書の発行

⑦義援金・見舞金の配布

⑧倒壊家屋、仮設住宅への対応

⑨支援金の給付

⑩犠牲者・遺族への対応、復旧から復興へ

災害
発生

状況が少し
落ち着いて
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6  ＩＣＴを駆使した危機管理の実践都市
　平成 7 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分に発生した「阪神・淡路大震災」により、本市においても
多くの尊い命が失われました。また、市内各所では計り知れないほどの被害を受け、市庁舎内
においてもホストコンピュータをはじめ、各種機器が大きな被害を受けました。このような中、人
命救助等の本来業務と合わせて、り災証明書の発行等の数多くの分野で被災者を支援する「被
災者支援システム」を職員自らで構築し、被災者支援や復旧・復興支援に大いに役立つこととな
りました。

　このような経験を踏まえて、災害時に即座に対応できるよう、庁内の全システムについて
ICT-BCP（ＩＣＴにおける業務継続計画）を策定し、特に重要性の高い 7 つのシステム 15 を災
害時の最優先復旧対象としています。平成 33 年には、市の危機管理センター機能を備える第二
庁舎での業務が開始されると同時に、防災情報システムが導入される予定です。この中で、従
来の被災者支援システムにとらわれず、防災情報システムと融合することで被災者支援業務の拡
充を目指し、これまで以上に危機管理への対応強化を図ります。
　ハード面やソフト面はもちろんのこと、危機が起こった際には、職員一人ひとりの危機管理へ
の対応力が求められます。そのためには、以下の点を、今後も継続して実施しておく必要があり
ます。
　・日頃から災害時を想定したシミュレーション（訓練）を実施する
　・緊急事態における人間の行動を知っておく
　・最新のＩＣＴの情報収集をし、災害時に役立てるためのＩＣＴへの投資を行う
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（1）行政内部のデジタル化
　西宮市では、業務効率化のため、行政内部の事務についてデジタル化、オンライン化
を進めています。職員への端末配備、無線ネットワーク等のインフラ面の整備を行い、「文
書管理システム」「財務会計システム」「電子決裁基盤」などのシステムを導入しました。
紙からデジタルへと、決裁や申請も庁内イントラネット内でのオンラインへと移行していま
す。
（2）行政手続きのオンライン化
　西宮市への各種手続き・届出業務の一部は、インターネット経由でのオンライン手続
きも実施し、その利用件数は年々増加しています。主なオンライン化は、「本の貸出予約」
「スポーツ施設などの施設予約」「地方税申告」などとなっております。実績は、次のとおり。

8  オンライン手続きと行政全体のデジタル化

（1）ネットワーク等整備計画
　第二庁舎が平成 33 年度に業務開始予定となっています。危機管理センターとしての機
能を十分に発揮するために、民間データセンターに匹敵するマシンルームをはじめ、災害
に強い情報通信ネットワークを整備します。
（2）マシンルームの構築
　特定非営利活動法人日本データセンター協会が、データセンターに関するサービス品
質の向上、ＩＴサービスの提供者及び利用者の誰もが信頼し安心して利用できる信頼性を
確保することを目的に、日本におけるデータセンターのファシリティ基準として策定した
「データセンターファシリティスタンダード」を参考に、各種セキュリティ対策を講じたマ
シンルームを構築します。
　情報セキュリティ対策においては、入退室管理装置、監視カメラ、サーバ遠隔操作装置、
マシン室環境監視装置導入を行います。
（3）ネットワークの整備
　第二庁舎内のネットワーク及び本庁舎・第二庁舎間のネットワーク整備を行い、基幹
システムの安定稼働を確保するとともに、信頼性・安定性・耐災害性が高い情報通信ネッ
トワークを構築します。
　また、本庁舎と第二庁舎間や外部ネットワークとの回線を二重化し、配線ルートの冗
長化を行うことで、災害への耐久性を向上させることとしています。

7  第二庁舎情報ネットワーク等整備に向けて

今後に向けて必要な対策
● 第二庁舎情報ネットワーク等整備計画の策定及び推進
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（1）官民データ活用推進計画
　平成 28 年 12 月に成立・施行された「官民データ活用推進基本法」では、「地方公
共団体は、基本理念にのっとり、官民データ活用の推進に関し、国との適切な役割分担
を踏まえて、その地方公共団体の区域の経済的条件等に応じた施策を策定し、及び実
施する責務を有する」と規定されています。また、市町村に対しては「市町村官民デー
タ活用推進計画」の策定が努力義務として課されています。これを受けて、西宮市にお
いては第 5 次西宮市情報化推進計画を「西宮市官民データ活用推進計画」を兼ねるも
のとして位置付けます。
　これからの行政経営において、自治体が保有する情報を活用することで、コストや事
務負担を軽減するとともに住民等の利便性向上、あるいは多様化する住民の価値観を踏
まえて地域課題の解決につなげていくことは、EBPM16 による効率的な行政の推進の観
点からも必要不可欠なものとなっています。さらには、デジタルファースト、コネクテッド・
ワンストップ、ワンスオンリーに対応していくことや、次に挙げるオープンデータのように
民間にも開かれたデータ、さらには民間が保有するデータを組み合わせた地域住民や事
業者、NPO 等による自発的な取組みなども期待されるところです。

9  データの高度利活用による未来への投資

1 位　本の貸出予約
2 位　スポーツ施設などの施設予約
3 位　地方税申告

６４５，９８７件
１６８，５９４件

５１，００３件

年間オンライン手続きの利用件数（上位３つ）　平成 29 年度

今後に向けて必要な対策
● 各種手続きの現状把握とオンライン化の移行調査及び分析
● オンライン化未実施分野への拡大

継続的な改善の取組み
● 行政内部の一層のデジタル化による業務の効率化
● 子育て関係の手続き等の需要の高いと思われるサービスへのオンライン申請推進

16  証拠に基づく政策立案。Evidence Based Policy Making。
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（1）内部統制等 17

　地方公共団体には、将来の人口減少社会に的確に対応するために、住民の福祉の増
進に努め、最小の経費で最大の効果を上げるよう、事務の適正性を高め、住民からの
信頼を向上させることが求められています。こうしたことから、本市でも行政執行の適正
化のために、既存の制度や内部事務等の検証を図りながら、ＩＣＴを活用した有効性と効
率性の高い内部統制制度の整備と運用を進め、監査機能の強化にも取組む必要がありま
す。

10  内部統制と働き方改革へのアプローチ

（2）オープンデータ
　地方公共団体や事業者等が保有するデータを、誰もが容易にかつ自由に活用できるよ
うにするために「オープンデータ基本指針（平成 29 年 5 月 30 日、高度情報通信ネットワー
ク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）」が制定されました。西宮市
では、その指針に先駆けて平成 26 年度より市民サービスの一環として、市民等が活用で
きるデータをオープンデータ化し西宮市のＷｅｂサイトに公開してきました。オープンデー
タ化して民間で自由に利用できるよう開放することで、行政内部では想像しなかった斬新
な使い方のアイデアにより新たな価値が創出されることが期待されます。また、西宮市で
は情報を公開することにより、透明性の高い行政運営の実現につながるものと考えて、
積極的に推進しています。

（3）にしのみやオープンデータサイト
　平成 28 年度に、オープンデータの公開に特化した多角的な検索機能を有する専用サ
イト「にしのみやオープンデータサイト」を開設し、オープンデータを公開しています。

（4）オープンデータ公開に関するガイドライン
　職員向けには、「オープンデータ公開に関するガイドライン」を策定、周知し、データ
の積極的な公開を呼びかけています。

今後に向けて必要な対策
● データの活用における官民協働意識の醸成
● システム処理に適したデータ形式への対応

継続的な改善の取組み
● データの庁内利活用
● データ高度利活用基盤構築の検討
● オープンデータ公開数の拡大

17  適正な事務処理等を確保する上でのリスクを評価してコントロールする取組みを指す。地方自治法の改正に
より、地方公共団体において、内部統制に関する基本方針を策定し、必要な体制を整備することが定められた。
( 平成３２年４月１日施行 )
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（2）働き方改革 18

　国が進める働き方改革やワーク・ライフ・バランス推進の観点から労働環境改善に向
けた取組みが全国的に求められています。本市においても、職員個人の健康確保と労働
環境の改善に向けて、超過勤務時間の縮減や年次休暇の取得促進に取り組んでおりま
す。今後も増加が見込まれる複雑・多様化した行政課題に対応し、一層の行政サービス
の充実に応えていくために、ICT を活用した効果的かつ効率的な働き方を模索する必要
があります。

　本市では、昭和 36 年 (1961 年 ) に電子計算機を導入して以降、特に基幹システムにおいて
これまで職員自らが開発の中心となる自前主義を貫き、行政事務の情報化に取り組んできまし
た。
　一方、その後の ICT の大きな進化によって、現代社会においては従来のモノを「所有」する
という考え方から「利用・共有」するという流れが加速しつつあります。さらに、クラウドサー
ビスの台頭により企業においても、自ら準備調達し、保有することなく、常に最良のシステム
を必要なときに必要なだけ利用することで運用コストを抑えるという方向に変化してきています。
　加えて、システム数は増加し、スピード感を持った開発が求められる状況もあります。このよ
うな社会全体の変化をはじめ、複雑・多様化する行政課題に限られた資源で良質な行政サー
ビスを提供していくためには、新たな時代に即した業務遂行体制の再定義を行う必要がありま
す。再定義においては、長年培ってきた「職員のスキル向上」と「スキルの継承」を大切にし
つつも、適切な直営推進体制を維持し、組織の肥大化の防止と、人材育成とのバランスを保つ
という考えを念頭に置き、検討していくことが重要です。

11  情報部門の業務遂行体制の再定義

今後に向けて必要な対策
● 内部統制を支援する ICT の検討、監査におけるＩＣＴ活用とシステム監査の検討
● 効果的かつ効率的な働き方を支援する ICT の検討

今後に向けて必要な対策
● これからの時代に即した業務遂行体制の検討
● 「宝の人材」をつくるための人材育成

18  第 2 次安倍政権において、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現を目指し、長時間労働是正など
を掲げている政策。



（図表 4－1：本推進計画体系イメージ）

心
か

よう

  開
かれた  電子

自
治

体

基本理念基本理念

基本方針

基本視点

個別施策（アクションプラン）

情報化推進における基本的な考え

第 5 次情報化推進の基本的な考え

個別施策を策定する上で、基本とする視点

基本方針の達成に向けた具体的な取り組み
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第 4　 基本方針と視点

1  計画の体系
　情報化を推進する基本的な考え方は、「基本理念」を頂点とする構成の体系（図表 4－1：本
推進計画体系イメージ）をとります。基本方針の下には、個別施策を策定する上で、基本とする
視点を設定し、基本方針を達成するための個別施策（アクションプラン）を掲げています。

2  基本理念
　第1次から第 4次の情報化推進計画まで一貫して、「心
かよう　開かれた　電子自治体」を基本理念として、市
民サービスの向上、行政事務の簡素化をめざしました。
その継続的な取組みが、現在の西宮市の情報化の成果を
もたらしました。
　「第 5 次情報化推進計画」も、その脈 と々続く強固な
意志を継承し、基本理念の下に情報化を推進します。



ＩＣＴガバナンスの
さらなる強化

情報セキュリティの確立（第２次情報セキュリティ推進計画）

行政内部の ＩＣＴ化

市民目線の ＩＣＴ化

オープンガバメントの推進

市町村官民データ活用推進計画

第二庁舎情報ネットワーク等整備計画

基本方針基本方針
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3  基本方針

19  「クラウドサービス」の略。ハードウェアを購入したり、ソフトウェアをインストールしなくても利用できるサー
ビス。
20  ロボットによる業務プロセス自動化。Robotic Process Automation。
21  主として基幹業務に利用していた大規模なコンピュータ。本市では各基幹システムを一般的なサーバで稼
働するよう再構築（オープン化）を計画的に進めている。
22  ホストコンピュータで稼働していた基幹システムを一般的なサーバで稼働するよう再構築したシステム。
23  業務の見直し。Business Process Re-engineering。
24  より開かれた行政にしていく取組みやその背景となる概念。

　基本方針を「ＩＣＴガバナンスのさらなる強化」とします。以下は、基本方針の３つの
要素です。

（1）行政内部の ＩＣＴ化
　行政内部の ＩＣＴ化の推進（既存資産の有効活用をはじめ、クラウド 19 やＲＰＡ20 等
の新たな技術の活用及びホストコンピューター 21 からの脱却と、オープンシステム 22 が
稼働する基盤の機能拡張）により、職員の事務負担の軽減を図り、業務の効率化を通じ、
市民満足度の向上を図ります。

（2）市民目線の ＩＣＴ化
　利用者視点での情報の提供及びシステム導入を通じ、市民の利便性向上を図ります。
また、利便性向上のため、ワンスオンリー、デジタルファーストの考え方を取り入れ、手
続きの簡略化を図ります。全市民の利便性向上を図るため、市民が利用できるサービス
や得られる情報に格差ができないよう、デジタルデバイド の解消も考慮します。
　また、手続き簡略化に向けた業務運用の見直し（ＢＰＲ23）や民間サービスとの連携
にも取組みます。

（3）オープンガバメント（開かれた市役所）の推進
　透明性の高い、より開かれた行政にしていくため、市が保有するデータをオープンデー
タとして公開していく取組みを進めるとともに、ＩＣＴ投資のマネジメントをさらに強化し、
勘と経験ではなく、システム導入により、データを活用した市民への説明責任を果たし、
民間との協働も視野に入れたより一層のオープンガバメント 24 を推進します。また、市民
の市政参加を促すきっかけとなる広報広聴に関するシステムの導入や、システム処理に適
したデータ形式への対応、他システムとの連携を意識したシステム導入を進めます。



（図表 4－2：基本視点関連）
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（4）情報セキュリティの確保
　行政サービスを提供するために保有している市民の個人情報や、企業の経営情報など
のセキュリティを確保するために、体制を整え対策を強化します。
　また、情報セキュリティインシデント 25 の未然防止だけでなく、情報セキュリティイン
シデントが発生した場合の拡大防止や迅速な復旧、再発防止の対策も強化します。
　平成 33 年の第二庁舎での業務開始に伴う執務室・マシンルーム・防災情報システム
等の新たな情報セキュリティ対策については、関係部門と密に連携を図り、整備を進め
ていきます。

4  基本視点
　情報セキュリティを担保した上で、「クラウド」「業務改善」「人材育成」「最適化」「システ
ム連携」の 5 つの基本視点を考慮して、個別施策（アクションプラン）を策定します。
　情報化は、単に業務をシステム化することにとどまらず、行政経営の技術戦略を担う重要な
ファクターになり、庁内のあらゆる分野に関係するようになっています。そのため、情報化推進
計画は、総合計画の実現を後押しする計画に位置付けています。
　よって、総合計画を円滑に進めるためにも、情報化は全庁的な視野で行う必要があるため、
企画・財政部門や、人事部門等とも密に連携をして進めていきます。

25  情報セキュリティを脅かす事件や事故、及びセキュリティ上好ましくない事象・事態のこと。

情報セキュリティ

クラウド

最適化
人材育成

システム
連携

業務改善

（市民目線）

・事業費抑制
・民間資源の有効活用
・既存資源との融合

・内部情報共有
・業務運用の安定化（非属人化）

・  ＩＣＴ調達ガイドライン
・内部監査ＩＣＴ支援

・他システム連携
・マイナポータル連携
   （マイナンバー）

・市民目線の業務改善・情報発信
・サービスデザイン思考
・スマホファースト

総務部門

広報広聴

企画部門

財政部門

人事部門



（図表 5－1：推進体制）
※各専門部会で調査・検討する特定課題は、次のとおりです。
「行政手続オンライン化推進専門部会」…市が扱う各種申請・届出業務、行政手続等についてインターネット等ネットワーク上

で行うシステムの構築に関すること。
「統合型ＧＩＳ専門部会」…全庁的な地理情報システム（以下「ＧＩＳ」という）の構築及びＧＩＳデータに関する情報共有と有効

活用などの運用管理に関すること。
「データ利活用専門部会」…庁内データのオープンデータ推進、庁内外データの活用による現状把握や将来予測といった分析、

ＡＩ・ＲＰＡ等の新たな技術を用いたサービスや価値の創造など、様々なデータ利活用に関すること。

本部長

幹事長
（総務局長）

各部局
総括室長

副市長

行政手続オンライン化推進専門部会

統合型ＧＩＳ専門部会

データ利活用専門部会

外部有識者

近
隣
自
治
体

各
課
担
当

各
課
担
当

各
課
担
当

各
課
担
当

各局長 教育長

ＣＩＯＣＩＯ補佐官
市  長 西宮市情報化推進本部

（情報セキュリティ委員会）

西宮市情報化推進本部幹事会
（情報セキュリティ推進部会）

事務局

専門部会※

総務局
（情報管理部）
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26  統治能力の意。主体的な作用による意思決定、合意形成のシステム。

第 5　 推進体制

1  組織的な計画推進

2  情報化推進計画推進のための体制

　西宮市として計画推進を組織的に行うことで、市全体としてのガバナンス 26 を発揮すること
ができます。そのためには縦連携でなく、部門間も横断的に連携を行うことができる体制が必
要です。各種計画や施策の内容、進捗状況を正しく管理し、それぞれが相互補完、助け合えるボー
ダレスな体制の確立を目指します。
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27  最高情報責任者。Chief Information Officer。
28  情報セキュリティ最高管理責任者。Chief Information Security Officer。

（1） ＣＩＯの役割
　ＣＩＯ27 （市長）は、電子自治体の構築、地域情報化の推進、情報セキュリティの対
策など情報政策全般を統括します。ＣＩＯを中心に ＩＣＴガバナンスを確立させ、西宮市
の戦略目標を実現するために必要な情報システムを適切に計画・設計・調達・整備・運
用します。

（2） ＣＩＯ補佐官の役割
　情報システム及び情報セキュリティに関する専門的な知識を持ち、中立的な立場からＣ
ＩＯの取組みを支援します。西宮市では、平成 20 年度 (2008 年 ) より設置しています。

（3）西宮市情報化推進本部の役割
　電子自治体の取組みを、全市一体の共通認識とするための調整機関としての役割を担
います。ＣＩＯである市長を、西宮市情報化推進本部長として位置づけて活動しています。
　また、西宮市情報化推進本部が西宮市情報セキュリティ委員会を兼ねます。

（4） 西宮市情報化推進幹事会の役割
　電子自治体の取組みの提案や検討を行うための調整を行う組織としての役割を担います。
　また、西宮市情報化推進幹事会が西宮市情報セキュリティ推進部会を兼ねます。

（5）事務局の役割
　西宮市情報化推進本部と西宮市情報セキュリティ委員会の運営上の諸事務を担い、実
質的な作業を行います。

（6）専門部会など
　特定課題について、西宮市情報化推進本部が専門的に調査・検討する必要があると
認める場合に特別に設置され、活動を行います。

（7）情報セキュリティ委員会の役割
　平成 16 年度に策定した情報セキュリティポリシーを確立及び維持する役割を担います。
市長をＣＩＳＯ28 とし、庁内の情報セキュリティ教育・指導や情報セキュリティインシデン
トに対する対策などの指示を行っています。

（8）情報セキュリティ推進部会の役割
　情報セキュリティの実施を組織全体で行うための調整を行う組織としての役割を担いま
す。情報セキュリティに関して必要な事項について、情報セキュリティ委員会に対する報
告もしくは意見具申を行います。

3  役割
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Memo
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第 6　 個別施策

1  施策一覧

ＩＣＴガバナンスのさらなる強化ＩＣＴガバナンスのさらなる強化
豊かな西宮市の未来のために
文教住宅都市を目指すために

ＩＣＴガバナンスの強化

行政手続オンライン化の推進

情報セキュリティの強化

アウトソーシング・クラウドサービス利用などを
取り入れた業務の効率化

ＩＣＴ資産台帳の一元化

防災情報システムの導入

消防緊急情報システムの更新整備

第二庁舎における情報ネットワーク等整備

校務系・教育系システムの最適化

滞納整理・債権管理に関する情報利用の促進

ホームページ作成業務の効率化

超過勤務の縮減（業務のデジタル化、ペーパーレス化）

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

「ＩＣＴガバナンスのさらなる強化」を進めるために、
次の３つの方針とその方針に繋がる29の施策を定めました。

行
政
内
部
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

ＡＩ・ＩｏＴ・ＲＰＡ等を活用したＢＰＲ

デジタルファースト・コネクテッドワンストップの実現

ＳＮＳ等を活用した広報の推進

ＩＣＴを活用した地域観光の推進

市民の声管理システムの導入

マイナンバーによる住民利便性の向上及びセキュリティ対策の強化

ＩＣＴを活用した窓口手続の電子化の取組

デジタルデバイド対応（音声操作対応等）

内部統制の推進と監査機能の強化

40

41

42

43

44

45

46

47

48

市
民
目
線
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
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庁内データ集約・分析基盤による意思決定及び課題解決支援

オープンデータの促進による地域課題の解決

分析用抽象化個人情報の仕組みの構築

効果的ながん検診体制のあり方を検討するための
国保資格情報と検診データの突合分析

国民健康保険等加入者と保健・福祉分野とのデータ分析

センシング技術活用の研究

情報銀行対応にむけた環境整備の研究

官民データ活用施策の推進に向けた職員の研修・育成

49

50

51

52

53

54

55

56

オ
ー
プ
ン
ガ
バ
メ
ン
ト
の
推
進
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1  旧来の技術基盤により構築されているコンピュータシステムを指す。

レガシーシステム 1 を整理し活用できる資産を残したうえで、行政
情報のデジタル化のさらなる推進をはじめ、ＩＣＴによる業務の効率
化を図ります。

（業務効率化による市民満足度の向上）

◆基本方針 3つの基本方針。目指すべき道。

アクションプランの見方アクションプランの見方
３つの方針に繋がる29の事業具体的な取り組み（アクションプラン）を示します。

行政内部の ICT 化

市が保有するデータをオープンデータとして公開していく取り組みを
はじめ、データの高度利活用をするための基盤構築を進めます。

（市民への説明責任と市民参加のサポート）

オープンガバメント
（開かれた市役所）

の推進

利用者の目線に立った情報の提供やシステム導入を行い、利用者の
必要なサービスを、快適に提供できるよう業務運用の見直しに取組
みます。
（手続きの簡略化、民間サービスとの連携による市民の利便性向上）

市民目線の ICT 化

ハードウェアやソフトウェアを購入する費用を抑え、民間のサービス（資
源）を活用することで効果的な事業を実現。

民間資源の有効活用・既存資源との融合

手続きの簡略化につながるシステム連携の実施。マイナポータル連携
（マイナンバー）など次世代に向けた連携の実現。

他システムとの連携

新たな技術を活用できるスキルとノウハウを身に着けた人材を育成し、
業務運用の安定化、知識の蓄積を図る。

未来の西宮市を見据えた人材育成

市民にいつも必要とされる情報発信を実施できるよう市民目線の業務
改善を行う。

サービスデザイン思考の実践

官民データ利活用社会の実現に向けた環境整備とデータ提供の実現。
※オンライン化原則、オープンデータの推進、マイナンバーカードの普及・活用、
デジタルデバイド対策、標準化、デジタル化、システム改革、BPR等

データ利活用社会への対応

市民目線で最も効率的になるように、仕組みを見直す。公平で安心安全なシ
ステム等を導入するためのＩＣＴ調達ガイドラインの整備や内部監査の充実。

市民サービス向上につながる業務システム・最適化

◆基本視点 5つの基本視点と安心快適な生活のための視点。取り組みのテーマ。

クラウド

最適化

人材育成

業務改善

官民データ活用

システム
連携

基
本
視
点
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（1）行政内部の ICT 化

2  施策詳細

現
状
と
課
題

ＩＣＴガバナンスの強化
担当部署

目  標

平成 31 年

ICT 経費の
分析・評価

ICT 調達情報のオンライン公開の検討

ICT 調達ガイドラインの増強・e ラーニング教材内容充実

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

平成３５年度100% ／ 年ICT 調達確認率

情報企画課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　庁内システムの最適化及び適正な情報管理を維持するため、全庁のＩＣＴガバナンスに
取り組んでおります。平成２４年度に本格導入したＩＣＴ調達の仕組みも庁内に浸透して
きたところです。さらなるＩＣＴによる業務の効率化と情報化経費の適正化のため、ＩＣＴ
ガバナンスの強化が求められます。

・庁内システムの最適化
・ＩＣＴ経費の見える化・適正化
・適正な情報管理の維持
・情報部門職員のＩＣＴ査定能力向上

　ＩＣＴ経費の分析・評価を実施し、システムの最適化を推進するとともに、ＩＣＴ調達
ガイドラインを更に充実させることにより、システムの新規導入や更新の際に最小の経費
で最大の効果を上げるよう取り組みます。
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現
状
と
課
題

概
要
イ
メ
ー
ジ

行政手続オンライン化の推進
担当部署

目  標

平成 31 年

オンライン化促進
ガイドライン策定 庁内通知 進捗確認

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

1,000,000 件 ／ 年オンライン手続き利用件数の増加
平成 29 年度実績　896,506 件

行政手続オンライン化
推進専門部会

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　西宮市への各種手続きの内、特定の手続きのオンライン申請件数は年々増加しており、
一定程度浸透してきておりますが、未実施の手続きも多く存在しております。
今後マイナンバーカードの普及により、ますますオンラインでの手続きが求められます。

・２４時間３６５日のサービス提供
・窓口での待ち時間解消
・手続きにかかる時間短縮

　平成 30 年度実施の各種手続きの棚卸し結果を踏まえつつ、本市において優先的に取
り組むべき手続きを決定し、各課との調整を図りながらオンライン化を進めます。
　合わせて、オンライン化に対応した業務の見直し（BPR）も検討します。

平成３５年度
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現
状
と
課
題

情報セキュリティの強化
担当部署

目  標

平成 31 年

第二庁舎でのセキュリティ対策

情報セキュリティ教育

情報セキュリティ　自己点検・現場点検

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

情報セキュリティ内部監査
実施率 90%継続的な情報セキュリティの維持活動の実施

情報管理部

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　庁内の情報セキュリティレベルを一定に維持するため、「第 2 次西宮市情報セキュリティ
推進計画（平成 31 年度～）」を着実に実施していくとともに、平成 33 年度から第二庁
舎での業務が開始されることに伴い、情報セキュリティ対策（ICT-BCP 含む）の再検討
が必要となります。

・情報セキュリティ事故の未然防止
・情報セキュリティ事故発生時の迅速な対応
・業務継続能力の維持・改善

　「継続的な情報セキュリティの維持活動の実施」を基本的な考えとし、第１次西宮市情
報セキュリティ推進計画で実施してきた自己点検や現場点検の継続的な維持や新たな対
策の検討等、庁内調整を図りながら進めます。

平成３５年度



クラウド 最適化 育  成 改  善 データ連  携

第 5次西宮市情報化推進計画

- 31 -

現
状
と
課
題

アウトソーシング・クラウドサービス利用などを
取り入れた業務の効率化

担当部署

目  標

平成 31 年

アウトソーシングの積極活用のための環境の研究

クラウドサービス利用の研究

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

アウトソーシングのための
セキュリティガイドラインの作成庁舎外におけるアウトソーシング環境の研究

クラウドサービス導入に向けて、
業務選定を実施クラウドサービス利用の研究

情報システム課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　西宮市は限られた人員や財源などの行政資源を効率的に活用する必要に迫られていま
す。職員は、職員だけが出来る業務を行い、アウトソーシングやクラウドサービス利用に
より業務を効率化する必要がある一方、アウトソーシングのためのセキュリティや、執務
スペース確保等の問題があります。

・アウトソーシングの積極活用による、業務効率の向上
・クラウドサービス利用による、システム維持管理の効率化、コスト削減

　アウトソーシング可能な業務の幅を広げていくため、委託業者がアクセスする場合でも
セキュリティが担保された業務システムや、遠隔地等からのアクセスに適した環境のあり
方を研究します。また、国が進める自治体クラウドや、民間のクラウドサービス等を適材
適所で利用することで、費用対効果の向上が期待できる分野について研究を行います。

平成３５年度

平成３５年度
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現
状
と
課
題

ＩＣＴ資産台帳の一元化
担当部署

目  標

平成 31 年

本番稼働

部内ＰＪ発足

現行運用整理

仕様の作成

予算検討

システム選定

データ移行

システム検討

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

平成３３年度ISO 準拠に向けた
運用業務の効率化

ISO/IEC 19770-1・JIS X 0164-1
ソフトウェア資産管理基準への準拠

情報企画課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　現在、導入している資産管理システムには、台帳管理機能がないため、職員用ノート
パソコン、デスクトップパソコン、ソフトウェアの管理について、別々の台帳で管理してお
ります。今後、組織内の情報セキュリティをはじめ、コンプライアンスをより効率的に管
理するために専用のライセンス台帳システムが求められます。

・コンプライアンス徹底
・台帳管理にかかる時間の短縮
・庁内公開による情報共有

　効率的かつ適切な管理のために、専用のライセンス台帳システムを導入し、機器種類
ごとに分かれている台帳の一元化を進めます。さらに既存のＩＣＴ資産管理システムと連
携し、漏れの無い台帳管理を実現します。



概
要
イ
メ
ー
ジ
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現
状
と
課
題

担当部署

目  標

平成 31 年

システム構築 操作研修・運用・訓練・維持管理

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

情報活用体制の確立有事の際の
情報（時間的・空間的）共有の強化

防災危機管理局

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　災害時には、同時期に多種多様な災害情報を収集し、正確かつ迅速に処理したうえで、
必要な情報を関係機関、各部署や市民へ配信しなければなりません。ＩＣＴ化が不十分な
ため、災害対応の迅速性、効率性、持続性に課題があり、防災情報システムの導入が求
められています。

・近い将来、発生が予測されている南海トラフ地震・津波などの大規模災害や、台風・
豪雨などの自然災害、国民保護事案や感染症などの危機事案への迅速かつ柔軟な対応

　第二庁舎（危機管理センター）の整備とあわせて、防災情報システムの導入を進める
とともに、被災者支援システムの機能拡張、既存設備や消防緊急情報システム等との情
報連携なども進めます。

防災情報システムの導入

平成３５年度



概
要
イ
メ
ー
ジ
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現
状
と
課
題

消防緊急情報システムの更新整備
担当部署

目  標 目標指標 目標年度

指令課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　近い将来、発生が予測されている南海トラフ地震を含む大規模災害の発生時など、ラ
イフラインや通信網が断絶した際にも、消防業務を維持継続するとともに、防災情報シ
ステムなどと効率的に情報共有できる消防緊急情報システムの導入が求められています。

・消防活動の迅速化、効率化
・大規模災害発生時における確実な消防活動の継続
・システム連携による情報共有の強化、効率化

　第二庁舎（危機管理センター）への消防本部移転にあわせて、新消防緊急情報システ
ムに更新し、最新技術を取り入れ、消防活動の効率化を図るとともに、防災情報システ
ム等とのシステム連携などを進めます。

平成 31 年

運用・維持管理システム構築

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

情報共有の効率化災害対応機能の強化 平成３５年度



概
要
イ
メ
ー
ジ

※データセンターファシリティスタンダード
　日本データセンター協会（JDCC）が制定し
たデータセンターの信頼性を測る基準。
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第二庁舎稼動基本設計 ネットワーク・
マシンルーム整備

現
状
と
課
題

第二庁舎における情報ネットワーク等整備
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

データセンターファシリティ
スタンダード※　ティア 3

47 項目中 42 達成
信頼性・安定性・耐災害性の高い

情報ネットワークの整備

第二庁舎（危機管理センター）
イメージ

情報システム課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　危機管理の中心的役割を果たす第二庁舎での業務が平成 33 年度から開始されます。
それに伴い、現行ネットワーク・システム環境との親和性を考慮しつつ、新たな情報通信
ネットワーク及びマシンルームを整備する必要があります。

・施設の耐災害性向上（免震、電源の冗長化、非常用電源の稼働時間延長等）
・ネットワーク冗長化（複数経路での光回線引き込み）
・セキュリティ向上（入退室管理の増設、監視装置の増設等）

　基幹システムの安定稼働を確保できるよう、信頼性・安定性・耐災害性が高い情報通
信ネットワークを構築するとともに、危機管理センターとして相応しいデータセンター機能
を備えたマシンルームを整備します。

平成３３年度



概
要
イ
メ
ー
ジ
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検証と構成の検討（第Ⅱ期）
校務系サーバ
ＰＣ群更新

教育系PC群
更新

現
状
と
課
題

校務系・教育系システムの最適化
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

30％（サーバ容量）適切なクラウド活用
H３０年度現在 0％

校務改善課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　平成２１年度の一斉整備以来、学校の情報化が進展し、学校及び教育委員会が扱う
データ量が年々増加しています。また今後、蓄積された各種データの２次的な有効活用
等により、教育効果を高めること、及び教員の働き方改革に資することが望まれています。

・逼迫するファイルサーバ容量の増強とシステムの利便性の向上
・教育系と校務系のセキュアなデータ連携を含めた蓄積データの２次的利用による教育の
質の向上

　校務系・教育系仮想基盤更新や、学校内サーバ更新の機会等をとらえ、クラウド化す
るものとオンプレミス（自庁設置）環境で継続するものを最適配置し、サーバ容量の増強・
セキュリティ確保の継続・コストの抑制を図り、さらに使いやすい校務系・教育系システ
ムとします。

平成３５年度



概
要
イ
メ
ー
ジ

※新システムの活用により、事務の無駄が省け、効率的・効果的な滞納整理が実現する。
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現
状
と
課
題

滞納整理・債権管理に関する情報利用の促進
担当部署

目  標

平成 31 年

新滞納管理システムの活用（標準的な債権管理モデルの運用）

参照用端末、業務用端末導入課の拡充（運用の検証） 更  新

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

参照用 16 課、業務用 4 課導入課の拡充
（参考）平成 30 年度：参照用 14 課、業務用２課

収納対策本部

事
業
概
要
期
待
さ
れ
る
効
果

　市税と国民健康保険料の滞納整理・債権管理システムは、平成 30 年度に統合し、シ
ステムの更新及び運用費用の抑制等を図りました。
　西宮市の収納対策を強化するため、一層の事務の効率化、標準化を進める必要があり、
統合後のシステム（以下「新滞納管理システム」という。）導入課における利用の拡充
が求められます。

・新滞納管理システムを活用することによる情報共有の利便性、事務の効率性向上
・業務用端末として導入することで、手続きの合規性、事務の統一性の向上
・収納対策における合理性や公平性の向上、システムの更新及び運用経費の抑制

　滞納者等の情報利用を促進するため、新滞納管理システムの参照用端末の活用又は
業務用端末の導入等の利用の拡充について、各課との調整を図りながら進めます。

平成３５年度
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ホームページ作成業務の効率化
担当部署

情報企画課

現
状
と
課
題

概
要
イ
メ
ー
ジ

目  標

平成 31 年

にしのみや
オープンデータサイト 政府パッケージや他システム等　⇔　CMS連携

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

他システムとの連携に伴う
システム改修の実施ホームページ作成業務の効率化の検討

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　「西宮市公式ホームページ」と「にしのみや　オープンデータサイト」に対し、個別にペー
ジ作成やファイルアップロードを実施しているため、事務の効率化や情報の鮮度・正確性
に改善の余地があります。

・ホームページ作成、オープンデータサイト作成の時間短縮、業務の効率化
・公開情報の拡充による市民利便性の向上

・「西宮市公式ホームページ CMS」と「にしのみや　オープンデータサイト」を連携させて、
自動化により作成時のマンパワー省力化の検討
・同様に「にしのみや　オープンデータサイト」だけでなく、他システム連携の検討

平成３５年度
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現
状
と
課
題

超過勤務の縮減
（業務のデジタル化、ペーパ－レス化）

担当部署

目  標

平成 31 年

超過勤務の縮減に向けたシステム改修等の検討

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

単月 100 時間、2 ～ 6 か月
平均 80 時間を超える

超過勤務の解消
超過勤務時間の縮減

人事課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　職員の超過勤務や休暇申請等、勤務状況は、勤務状況管理システムの導入によりデー
タが集約され、処理や管理にかかる負担は軽減されていますが、業務全般の効率化に繋
がるような職員の業務状況のデータ化には対応しておりません。

・業務効率化の推進による職員の負担軽減
・超過勤務の縮減

　既存の勤務状況管理システムについて、超過勤務の縮減に向けた改修を、適宜進める。
また、業務全般の効率化に繋がるよう、関係各課と連携を図り、システム導入を含めた
課題の検証や費用対効果の精査を進めます。

平成３５年度
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先進技術の利活用によるBPRの推進

現
状
と
課
題

概
要
イ
メ
ー
ジ

AI・IoT・RPA等を活用したBPR
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

10 業務AI・IoT・RPA 等による BPR を実現した業務数
平成 29 年度実績　0 業務

データ利活用
専門部会

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　労働人口の減少、行政需要の多様化する環境下で、行政サービスを維持・向上し、
持続可能な行政運営を実現するために、AI・IoT を始めとした ICT 技術を活用した行政
内部における業務改革（BPR）が求められています。

・市民負担、職員負担の軽減
・業務効率の改善
・音声認識による議事録等作成の効率化

　庁内業務の棚卸しを実施し、業務改革における重点分野を設定します。合わせて、AI
や IoT、RPA といった先進技術の活用について調査・研究を行い、最適なソリューション
を取り入れることで、市民と職員双方の負担を軽減しつつ、利用者中心の行政サービス
を目指します。

平成３５年度



クラウド 最適化 育  成 改  善 データ連  携

第 5次西宮市情報化推進計画

- 41 -

現
状
と
課
題

デジタルファースト・コネクテッドワンストップの実現
担当部署

目  標

平成 31 年

電子申請の導入 電子申請可能な業務の拡大

妊婦健診情報、乳幼児医療情報の市民への情報開示

市民向け帳票の電子送付の環境整備

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

平成３１年度を目標に
電子申請の導入、

電子申請可能な業務の拡大
マイナンバーカードを用いた

電子申請の導入、拡大

平成３３年度平成３３年度を目標に
市民への情報開示を実施

特定健診情報、妊婦健診情報、
乳幼児医療情報の市民への情報開示

平成 35 年度を目標に
民間サービス連携を研究コネクテッドワンストップサービスの研究

情報システム課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　デジタル・ガバメント実行計画（平成 30 年 7 月 20 日閣議決定）において、必要なサー
ビスが時間と場所を問わず最適な形で受けられる社会像を目指し、デジタル技術を徹底
的に活用した、利用者中心の行政サービスへと改革することが求められています。

・電子申請、情報開示、帳票電子送付による、市民の行政手続に関する利便性の向上
・デジタルファーストやコネクテッドワンストップの実現

　行政手続きのオンライン化の実施、市民向け帳票の電子送付の導入により、行政手続
きが最初から最後までデジタルで完結する社会（デジタルファースト）の実現を目指しま
す。新たに開始される特定健診情報等の情報連携は、地域標準プラットフォームおよび
中間標準レイアウトに基づき対応します。また、引っ越し、介護、死亡・相続などのライ
フイベントにおいて、民間サービスとの連携を含むワンストップサービス（コネクテッドワ
ンストップ）を研究します。

平成３５年度

平成３３年度平成３３年度を目標に市民
向け帳票の電子送付の環境整備市民向け帳票の電子送付の環境整備

平成３５年度

市民向け帳票の電子送付の導入検討

コネクテッドワンストップサービスの研究
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ＳＮＳ等による最適な広報の推進

現
状
と
課
題

SNS等を活用した広報の推進
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

ツイッター
フェイスブック

5,695→6,000
3,575→5,500

ツイッター・フェイスブックの
フォロワー数増加

広報課
子育て総合センター

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　スマートフォンの普及などに伴い、ＳＮＳやアプリの利用者が増加していることから、西
宮市では主に若年・中年層に向けた広報ツールとして、ツイッター・フェイスブックなど
のＳＮＳや、子育てアプリ「みやハグ」を活用し、市政情報や市の魅力、災害時の緊急
情報などを発信しています。

・広報ツールの多様化により、タイムリーかつ広域的な情報発信
・ＳＮＳの利用が多い若年層の市政への関心度向上

　利用者の関心を引く情報をタイムリーに発信することで、市政に対する理解を深めると
ともに、市に対する愛着を高めます。また、ＬＩＮＥなど新たなツールの活用も含め、情報
の質やターゲットに合わせて最適な広報の方法を検討することで、広報の強化を図ります。

平成３５年度
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現
状
と
課
題

ICTを活用した地域観光の推進
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

８５，０００件 ／ 月西宮観光協会ＨＰ等へのアクセス数

都市ブランド発信課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　第３次西宮市産業振興計画（計画年度：平成３１年度～平成３５年度）に基づき、西
宮市の多彩な地域資源の魅力を発信することによる都市ブランド向上と産業振興に取り
組んでおり、来訪者の増加につなげるため、ICT を活用した積極的な情報発信の取り組
みが求められます。

・西宮市内外や海外への効果的な情報発信
・西宮市への来訪者の増加

　まちたび事業や日本酒振興事業などの取り組みを、西宮市や西宮観光協会のＨＰ、ＳＮ
Ｓ等で発信し、そのアクセス数等の増加を図ります。また、近隣自治体や民間団体、交
通事業者などとの連携により、外国語対応を含めた様々な方法で西宮の魅力を発信し、
来訪者増につなげます。

平成３５年度

西宮観光協会HP、
SNSでの発信

進捗確認
ＪＮＴＯ外国人観光案内所登録
→JNTOサイトで海外へ情報発信



概
要
イ
メ
ー
ジ
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現
状
と
課
題

市民の声管理システムの導入
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

５,７００件 ／ 年寄せられたご意見のデータベース化

市民相談課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　「市民の声」を通じて寄せられた意見等は、各所管で個別に処理されるケースが多く、
庁内・市民と情報共有の手法は「よくあるご質問」のみです。貴重な市民の声を効果的
に市政に反映させ、市民と広く情報共有していくには、適切な管理・集約が必要です。

・市民対応の迅速化
・知識やノウハウの伝承
・市民との情報共有により、個人が持つ疑問への自己解決や、市政への関心を高める
・分析による市民ニーズの把握

　「市民の声」のみならず、「団体要望」や「政党要望」をも処理するツールで一元管理
することで、事務の効率化を図りながら、庁内・市民との情報共有を進めます。
　また寄せられた意見の分析・調査を行うことで、効果的な市政への活用に取り組みます。

平成３５年度

仕様作成 システム運用
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

２０％マイナンバーカード交付率

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　マイナンバーカード ( 個人番号カード ) は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成
28 年 (2016 年 )1 月から、申請のあった市民に対し交付を開始しており、平成 30 年 3 月
末の交付率は１３．４８％です。マイナンバーカードを利用した市民サービス向上の取組
みを推進するとともに、職員がマイナンバーの適正な取扱いとセキュリティについて理解
を深めることが必要です。

・証明書自動交付率の向上
・オンライン申請数の増加
・窓口の混雑緩和
・職員のマイナンバーの適切な管理に対する意識の向上
・マイナンバーに関するセキュリティの確保

　ホームページ・市政ニュース等によるマイナンバーカードの取得勧奨や住民基本台帳カー
ドからの切替勧奨を行うことにより、市民のマイナンバーカードの取得率向上を図るととも
に、コンビニで交付可能な帳票について検討を進め、市民の利便性の向上に努めます。
また職員を対象にマイナンバーに関連する研修を実施し、特定個人情報の取扱に関する
指針に規定されている点検について、情報セキュリティ点検と合わせて実施することによ
り、マイナンバーの取扱いにおけるセキュリティ対策の強化を目指していきます。

・3５年度までに全職員が
マイナンバーに関する研修に参加
・毎年情報セキュリティ点検と

合わせて自己点検を実施

職員がマイナンバーに関する研修に参加し、
マイナンバーに対する理解度をあげ、

セキュリティに対する意識の向上を目指すとともに、
自己点検を実施し、セキュリティ対策を強化する。

平成３５年度

マイナンバーによる住民利便性の向上及び
セキュリティ対策の強化

担当部署
内部統制・番号制度

調整担当参事
市民第１課

住民への勧奨進捗確認住民への勧奨 住民への勧奨

平成３５年度

平成３５年度
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現
状
と
課
題

ＩＣＴを活用した窓口手続の電子化の取組
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

窓口受付分の申告手続きの
１００％デジタル化窓口受付分の申告手続きの電子化の検討

税務部（市民税課）
ほか市民窓口部署

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　現在の市県民税の申告手続きは、窓口で作成いただいた申告書をもとに、「①職員が
データ入力」「②目視確認」の流れで行っていますが、特に繁忙期などは、この作業を
効率的に行うことが課題となっています。

・窓口受付分の申告がそのままデータ化されることで、誤入力の防止、職員による入力や
目視確認等の作業の省略化

　窓口受付分の申告手続きの電子化等、ＩＣＴを活用して市民にも職員にも優しく便利な
窓口となるよう、ＢＰＲ（業務見直し）を検討します。同様のＢＰＲを主な市民向け窓口に
適用することの研究も並行して行います。

平成３５年度

導入の検討



概
要
イ
メ
ー
ジ

※次世代デバイス
　スマートフォンの次のデバイスのことを指
し、スマートスピーカー、スマートウォッチ
スマートグラスなどがある。
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現
状
と
課
題

デジタルデバイド対応（音声操作対応等）
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

スマートスピーカーとの連携に
伴うシステム改修を実施スマートスピーカー対応等の研究

情報企画課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　次世代デバイス※（スマートスピーカー等）が新たなＩＣＴとして普及してきており、今後
も新たな仕組みが登場する可能性があります。近い将来、西宮市においても社会の動向
を踏まえ、音声操作や簡易な文字のやり取りのみで市政情報を得ることができるようにす
るなど適切な対応を検討する必要があります。

・音声操作による利便性・アクセシビリティの向上
・スマートスピーカー等によるコミュニケーションの向上

　音声操作のアシスタント機能により、より利用者が必要としている情報を得られるよう
にする住民支援ツール（西宮市用対話シナリオ）を検討するとともに、CMS などのバッ
クエンドとなるシステムとの連携によりスマート化を検討します。また、新技術の動向にも
注視し、次世代デバイスへの対応を検討します。

平成３５年度

検証（シナリオ準備等） CMS連携

新技術情報収集・対応検討



概
要
イ
メ
ー
ジ

〈市民〉 〈議会〉

〈内部統制推進本部〉

【本 部 長】 市長
【構 成 員】 政策調整会議構成員他
【所 掌】 基本方針の遵守指示等

〈内部統制推進委員会〉

【構 成 員】 総括室長会議構成員他
【所 掌】 基本方針の遵守及び具体的取組みの指示等

〈内部統制員〉

【構 成 員】 各所属長
【所 掌】 モニタリングの実施等

〈会計管理者他〉

事務の総括等
モニタリング

〈各員〉

具体的取組み

〈内部統制総括員〉

【所掌】
・ 内部統制の統括
・ 評価報告書

〈監査委員〉

評価報告書
の審査

報告

報告

モニタ
リング

報

告

改

善

議会に報告した後に公表 監査委員への審査に付した後に報告

報告

報告

モニタ
リング
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度
職員全員が内部統制に関する会議や

研修・自己チェック等に参加内部統制に関する会議や研修等への参加

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　平成 29 年 6 月の地方自治法改正により、地方公共団体において、内部統制に関する
方針の策定等・監査制度の充実強化が定められました。適正かつ効率的な行政執行等
を確保し、市民からの信頼に足る行政サービスを安定的、持続的に提供していくために、
内部統制に必要な体制を整備するとともに、監査機能の強化を図る必要があります。

・内部統制の整備と運用により、人口減社会において、将来的に行政の規模が縮小して
も住民サービスを低下させず適正な財務事務を始めとする行政執行の継続

　法の施行される平成 32 年 4 月の体制確立と一部運用開始に向けて、行政執行の適正
確保のために、既存の制度や内部事務等の整理と統合を進めた上で、財務事務の改善
を図りながら、ＩＣＴを活用した有効性と効率性の高い内部統制の整備と運用を進め、監
査機能の強化と両輪で推進していきます。

平成３２年度

平成３５年度

内部統制の推進と監査機能の強化
担当部署

内部統制・番号制度
調整担当参事

進捗確認
内部事務の改善

体制確立 一部運用開始 運用開始

職員全員が内部統制に関する会議や
研修・自己チェック等に年一回以上参加
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庁内データ集約・分析基盤構築 庁内データ集約・分析基盤の運用

ナレッジマネジメントシステム構築 ナレッジマネジメントシステム運用

庁内データの利活用推進

平成３３年度

現
状
と
課
題

庁内データ集約・分析基盤による意思決定及び
課題解決支援

担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

庁内データ集約・分析基盤の
構築実施庁内データ集約・分析基盤の構築

200 種類基盤上に集約するデータ種類
平成 29 年度実績　0 種類

ナレッジマネジメントシステムの
構築実施ナレッジマネジメントシステムの構築

データ利活用
専門部会

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　行政運営においてもエビデンスに基づいて迅速かつ的確に政策課題を把握し、有効な
政策を打ち出すと共に、その効果を検証する機運が高まっています。また、ベテラン職
員が退職していく中、次世代へのノウハウの継承や事務処理適正化の維持も課題となっ
ています。

・意思決定の支援
・課題解決の支援
・情報共有の強化

　庁内の構造化データ・非構造化データを集約し、分析・活用を可能とするデータ基盤
を新たに構築します。合わせて、庁内文書・記録のデジタル化を促進し、情報共有の
強化を図ります。全ての職員が庁内データを積極的に活用できる環境を整備することで、
エビデンスに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）と事務処理の適正化を促進します。

平成３５年度

平成３２年度
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年

推奨データセット公開

近隣自治体とのフォーマット共通化

外部との連携によるオープンデータ利活用推進

平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

14 種類 ／ 14 種類オープンデータ推奨データセットの公開種類
平成 29 年度実績　10 種類 ／ 14 種類

-外部との連携による地域課題の解決

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　西宮市では、平成２７年よりオープンデータ公開サイトの構築やガイドラインの作成な
ど、保有データのオープンデータ化に取り組んでいます。しかしながら、情報セキュリティ
維持や個人情報保護の観点から、庁内での理解や外部機関との連携が進まず、オープ
ンデータの活用による具体的な地域課題の解決には至っていない状況です。

・行政の透明性・信頼性の向上
・官民協働の推進
・新たな公共サービスの創造
・住民自身による地域課題の解決

　平成 31 年度以降も引き続き庁内データのオープンデータ化を推進し、特に国が選定す
る 14 種類の推奨データセットについては、保有する全てのデータを公開することを目指
します。加えて、近隣自治体とのデータフォーマットの共通化を図ると共に、企業や大学
を始めとする外部との連携を強化することで官民協働を推進し、オープンガバナンスを実
現します。また、各種地域データを収集するための IoT プラットフォームを構築し、分析・
共有することで、地域課題をデジタルで解決するデータ利活用型スマートシティの実現を
目指します。

平成３５年度

平成３５年度

オープンデータの促進による地域課題の解決
担当部署

データ利活用
専門部会
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現
状
と
課
題

分析用抽象化個人情報の仕組みの構築
担当部署

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

分析用抽象化個人情報の
仕組みを構築し、各種分析を実施

庁内における分析用抽象化個人情報の
活用についての検討

情報公開課

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　さまざまな行政施策を効果的に推進するためには、西宮市の保有する個人情報の適切
かつ効果的な活用を行うことが求められています。個人の権利利益の保護に支障を生じ
ないことを前提として、庁内での統計・分析処理に限定し、分析用抽象化個人情報の仕
組みの構築について検討を行う必要があります。

・分析用抽象化個人情報を、行政課題に係る調査研究の資料として活用することにより、
当該課題の解決に貢献

　個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、西宮市の保有する個人情報か
ら、氏名等を削除するなど抽象化して分析用抽象化個人情報を作成し、まずは庁内にお
ける政策決定過程に利用できるよう、当該情報の作成及び活用について研究・検討しま
す。
　西宮市個人情報保護審議会にも報告し、意見を聴くものとします。

平成３５年度

庁内における分析用抽象化個人情報の活用について検討



概
要
イ
メ
ー
ジ
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度
がん検診受診率

（胃がん 15％・大腸がん 20％
 肺がん 15％・子宮頸がん 25％
 乳がん 27％）

市がん検診受診率の向上

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　西宮市は国の平均に比べ、がんで亡くなる人が多い傾向にあり、西宮市国民健康保険
（以下、国保）のがんにかかる医療費も県、国に比べて高い状況となっています。西宮
市では、がんの早期発見のために各種がん検診を実施していますが、受診率は伸び悩ん
でおり、効果的ながん検診体制のあり方について検討する必要があります。

【短期】　・受診勧奨のターゲット層の明確化　・検診受診と受療状況との関連の把握等
【長期】　・がん検診受診率の向上　・がんの早期発見者の増加　・健康寿命の延伸

　国保の資格情報とがん検診データを突合することで、国保加入者における市のがん検
診受診率を経年的に把握します。また、国保加入者におけるがん検診受診に関連する要
因を分析し、効果的な検診体制を検討するための基礎資料とします。

平成３５年度

効果的ながん検診体制のあり方を検討するための
国保資格情報と検診データの突合分析

担当部署
健康増進課

国民健康保険課

進捗確認
がん検診受診に関連する要因の分析と検診体制について検討

国保加入者のがん
検診受診率を算出
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

検討のための保健・福祉分野
との分析の実施

地域包括ケアの推進の視点を入れた
保健・福祉事業の検討

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　平成 28 年度から開始された「保険者努力支援制度（国民健康保険の取組に応じた国
庫補助）」の視点の一つに「地域包括ケアの推進」が加わり、介護関連分野の分析や連
携が求められています。また、保健分野では健康寿命の延伸、介護保険では高齢者の
自立支援と重度化防止への取り組みが求められています。
　西宮市では、ＫＤＢ（国保データベース）システムを使用し独自に分析を行っていますが、
ＫＤＢシステムでのデータの収集には限界があり、介護予防事業（西宮いきいき体操等）
や介護保険サービス利用状況、要介護等認定申請時の疾病等との分析まで至っていない
状況です。

・西宮市国民健康保険第二期保健事業実施計画（データヘルス計画）第三期特定健康
診査等実施計画への反映
・西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画への反映
・西宮市健康増進計画への反映
・地域包括ケアの推進も視点に入れた保健・福祉事業の検討
・市民への情報提供

　国民健康保険等加入者における保健・福祉分野の分析を行う事により、介護の要因、
介護予防事業利用状況等を把握し、効果的な保健・福祉事業を検討する基礎資料とします。

平成３５年度

国民健康保険等加入者と保健・福祉分野とのデータ分析

担当部署

国民健康保険課
高齢者医療保険課
地域共生推進課

介護保険課
高齢福祉課
健康増進課

分析結果を元に保健・福祉事業の検討国保等加入者の
保健・福祉分野の分析
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

センシング技術を活用した
支援策の実施センシング技術活用の研究

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　国が提唱する Society 5.0※で実現する社会では、全ての人とモノがつながり、様々な
情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、諸々の課題を克服すると
されています。モノの状態を取得・活用するためのセンシング技術を研究することにより、
本市においての課題解決支援の活用方法を研究します。

・住民サービスの向上（例：窓口の混雑予測・状況をホームページで公開し、事前に混
雑を防ぐ。）
・業務の効率化（例：接客人員の最適化をはじめ、動線を見直し、市民の利便性向上を
図る。）

　センシング技術を研究することにより、住民サービス向上を図ります。例えば窓口混雑
の改善を例にあげますと、窓口にこられた方の行動情報を分析し、人の流れを見える化し、
その結果をもとに窓口混雑予測や状況を市のホームページで公開します。

平成３５年度

センシング技術活用の研究
担当部署

情報企画課

センシング技術活用の研究

窓口における「通行量」・「混雑度」・「流れ」の誘導効果などを見える化

※Society 5.0
　第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された新たな社会を指す。
狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続くもの。
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適用検討 構築・稼働政府からの
情報収集等

現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

情報銀行実現に伴う
システム対応情報銀行に対応できる環境の研究

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　政府は「個人の関与の下でデータ流通・活用を進める仕組み」の一つである「情報銀行」
の創設に向けて検討を進めています。それに伴い、個人のデータを安全・安心に流通・
利活用できる環境の整備に向けて、検討する必要があります。

・住民サービスの向上
・社会全体への貢献

※情報銀行とは、個人とのデータ活
用に関する契約等に基づき、システ
ムを活用して個人のデータを管理する
とともに、個人の指示又は予め指定
した条件に基づき個人に代わり妥当
性を判断の上、データを第三者に提
供する事業をいう。

・トレーサビリティ、データポータビリティ、データ削除のあり方について検討
・情報銀行ＰＤＳ（他者保有の集約データを含め、個人が自らの意思で自らのデータを蓄
積・管理するための仕組み）への対応検討

平成３５年度

情報銀行対応にむけた環境整備の研究
担当部署

情報企画課
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現
状
と
課
題

目  標

平成 31 年 平成３2 年 平成３３年 平成３４年 平成３５年

目標指標 目標年度

１回 ／ 年官民データ活用に関する研修を実施

事
業
概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

　現在は、業務で使用するアプリケーションソフトの研修をはじめ、情報セキュリティ維
持や個人情報保護の観点から、情報セキュリティ研修を適宜実施しています。今後は、
官民データを活用した行政経営が求められることから、施策を提言できる人材の育成が
課題となっています。
　また引き続き、公務員として社会情勢に適応した情報リテラシーを備えた人材の育成に
も取り組む必要があります。

・官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成することで、官民デー
タを施策の企画・立案に生かし、効果的かつ効率的な行政の推進に資することが可能

　西宮市における官民データを活用した施策の推進に必要な人材育成や最新のＩＣＴを活
用したＢＰＲを立案できる人材育成のため、他市等でのデータ活用のノウハウや最新のＩ
ＣＴ事情などを検証し、国の支援メニューも活用しつつ、職員の研修・育成を積極的に
推進します。

平成３５年度

官民データ活用施策の推進に向けた職員の研修・育成
担当部署

情報管理部
研修厚生課

毎年１回以上実施
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第 7　 策定経緯

第1回　西宮市情報化推進本部　幹事会
　・計画の骨子案

日　程

平成 30 年 5月 28 日

庁内関係所管課
　・アクションプランの意見交換・ヒアリング

6月 5日～

第 2回　西宮市情報化推進本部　幹事会
　・計画の途中経過

7月 23 日

外部有識者（ICTに関する専門家）・近隣自治体
　・計画の評価・意見交換

10月 1日～

第 3回　西宮市情報化推進本部　幹事会
　・計画の素案

11月 12 日

議会への所管事務報告
　・計画の素案

12月市会

パブリックコメント実施平成 31年
1月 1日～ 2月 3日

第 4回　西宮市情報化推進本部　幹事会
　・パブリックコメントの途中経過報告

1月 28 日

第 1回　西宮市情報化推進本部会議
　・パブリックコメントの結果報告

2月 4日

議会への所管事務報告
　・パブリックコメントの結果報告

3月市会

第 5次西宮市情報化推進計画の策定3月下旬

開催・協議事項
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